
 越前市野良猫不妊手術費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、越前市内に生息する飼い主のいない猫又は飼い主が不明な

猫（以下「野良猫」という。）の繁殖を制限し、殺処分される不幸な野良猫を

減らすとともに、市民の生活環境の保持に資するため、越前市野良猫不妊手術

費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、越前市補助金

等交付規則（平成１７年越前市規則第５０号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 不妊手術  野良猫の精巣を摘出する去勢手術又は卵巣を摘出する避妊手

術をいう。 

(2) 識別処置 片耳の先端にＶ字型の切り込みを入れる処置をいう。 

(3) 協力病院 公益社団法人福井県獣医師会（以下「県獣医師会」という。）

の実施する飼い主のいない猫の不妊手術支援事業に賛同し、不妊手術及び識

別処置に協力する動物病院をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当するも

のとする。 

(1) 市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所を有する団体 

(2) 市税を滞納していない者 

（補助対象不妊手術） 

第４条 補助金は、次に掲げる要件を全て満たす不妊手術（以下「補助対象不妊

手術」という。）を交付の対象とする。 

(1) 協力病院において不妊手術を受けること。 

(2) 不妊手術を行った猫に識別処置を行うこと。 

(3) 不妊手術を受けさせる猫は、捕獲された場所の区長又は近隣住民等により、



野良猫であることの確認がされたものであること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

(1) 去勢手術に対する補助金の額 ６千円 

(2) 避妊手術に対する補助金の額 ９千円 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あら

かじめ越前市野良猫不妊手術補助金費交付申請書（様式第１号。以下「申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者が１年度あたりに補助金を申請できる件数は、個人にあっては１世帯

あたり５件、団体にあっては１団体あたり５件を限度とする。 

３ 市長は、申請者に対し、申請書のほか、必要な書類を提示させ、及び提出さ

せることができる。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交

付の可否を決定し、越前市野良猫不妊手術費補助金交付決定（却下）通知書（様

式第２号。以下「補助金交付決定通知書」という。）により当該申請者に通知

するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定による通知がある前に補助対象不妊手術に着手しては

ならない。 

（交付決定申請者の遵守事項） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定申請者」という。）

は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1)  補助金の交付決定の日から起算して３月を経過する日又は交付決定の日

の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助対象不妊手術を受けるこ

と。 

(2) 補助対象不妊手術を受ける協力病院に、補助金交付決定通知書の写しを提

出すること。 



(3) 協力病院から野良猫の不妊手術を終えた旨の連絡を受けたときに、速やか

に当該野良猫を引き取ること。 

(4)  手術後に引き取った野良猫を元の場所に戻し、動物愛護の観点から、適時

餌やり、健康観察等を行うよう努めること。 

２ 市長は、交付決定申請者が前項に規定する遵守事項に反したときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 前項の規定は、第１２条の規定に基づく補助金の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

４ 市長は、前２項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定め

て、その全部又は一部の返還を求めるものとする。 

（手続の委任） 

第９条 交付決定申請者は、補助金の請求に係る手続（次条から第１３条までに

定める手続をいう。）を、協力病院に委任することができる。 

２ 交付決定申請者は、前項の規定により請求に係る手続を協力病院に委任した

ときは、当該協力病院の指定する不妊手術費用から補助金交付決定額を差し引

いた額を当該協力病院に支払うものとする。 

（実施報告） 

第１０条 協力病院は、補助対象不妊手術を終えたときは、越前市野良猫不妊手

術実施報告書（様式第３号。以下「実施報告書」という。）を作成するものと

する。 

２ 協力病院は、前条第１項の規定による委任（以下「委任」という。）がない

ときは、前項の規定により作成した実施報告書を交付決定申請者に提出するも

のとする。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定申請者（委任があるときは協力病院。以下同じ。）は、補助

対象不妊手術が終わったときは、越前市野良猫不妊手術費補助金実績報告書兼

請求書（様式第４号。以下「実績報告書」という。）に実施報告書（委任があ

るときは加えて委任状）を添えて市長（委任があるときは福井県獣医師会を経



由して市長）に提出するものとする。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、越前市野良猫不妊手術費補助金確定通

知書（様式第５号）により交付決定申請者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに交

付決定申請者に対し、補助金を支払うものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （失効）  

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。  

   附  則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和５年９月５日から施行する。 

様式第１号（第６条関係） 別紙のとおり 

様式第２号（第７条関係） 別紙のとおり 

様式第３号（第１０条・第１１条） 別紙のとおり 

様式第４号（第１１条関係） 別紙のとおり 

様式第５号（第１２条関係） （略） 

  附  則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


